
危なさと向きあおう Action100 in 愛知

1

１ 死亡災害減少対策
愛知労働局・監督署・災害防止団体等が協力して、
リスクアセスメントに関する説明会等を
年間合計100回以上開催する。

２ 死傷災害増加主要6業種に対する対策
・食料品製造業 ・金属製品製造業
・道路貨物運送業 ・小売業
・社会福祉施設 ・通信業

３ 業種横断的対策
「転倒予防体操」
愛知労働局ホームページに掲載。



１ 個人の主観に頼らない、客観的な調査を実現する
① 「災害発生プロセス」の理解を深める。

特に「危険源（ハザード）」と「リスク」の違いを認識する。
② 「危険源の特定」と「リスクの見積り」を区別し、正しい手順を踏んで

調査を行う。
③ 「危険源の特定」を行う際、個人の主観をできるだけ排除できるよう、

「危険源」の定義や範囲を明確にする。
④ 「リスクの見積り」は、作業ごとに行う。
⑤ ひとつの「危険源」に対し、複数の作業が存在するので、作業を洗い出

した上で「危険源」と対照させて見積りを行う

2 リスクアセスメントをベースとして危なさと正しく向きあう
① リスクアセスメントは、事業者の責務。

作業者に任せるのでなく、安全衛生担当者等に実施の管理を行わせる。
② リスクアセスメントの目標設定は、リスクの概念を踏まえて適切に。

一定以上のリスクを撲滅する等の目標設定は、適切でない場合がある。
③ 措置を講じてもなお残る高リスクについては、重点として日々の管理に

資す。
④ リスクの変化点を把握し、再調査し、継続管理を行う。

リスクアセスメントの導入にあたって

8



日本・英国の労働災害に比較
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日本・英国の労働災害に比較
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リスクアセスメントによって、リスクの大きさを
評価し、重大なリスクを優先して管理することで、
死亡災害が減少･･･
微小な災害を減らすことには成功しているが、
死亡災害に結び付くような大きなリスクは、
課題として残っている･･･

⇒ 現場では微小災害を減らす改善は進みやすく
⇒ 大掛りな改善は難しいから‥︖

英 国

日 本

西暦
2000年 死亡災害 休業４日以上

の災害 就業人口

日 本 約１,６００人 約１３万人 約６,３００万人

英 国 約２００人 約１３万人 約２,５００万人



災害は努力すれば２度と起こらないように
できる

災害は努力しても、技術レベルに合わせて
必ず起こる

災害の主原因は人である
技術対策よりも人の対策

災害防止は技術の問題
人の対策よりも技術対策

管理体制､教育訓練と規制の強化で安全を
確保

人は必ず間違いを犯す
技術力向上がなければだめ

労働安全衛生法で対人及び設備の安全化
を目指す

災害が発生するたびに規制を強化

設備の安全化とともに、事故が起きても
重大災害にならない技術を開発

災害低減化に関する技術力向上の努力
安全はただである 安全はコストがかかる
安全にコストを掛けにくい
目に見える具体的な危険には最低限の
コストで対応

安全にコストを掛ける
危険源を洗い出し、リスクを評価し、
評価に応じたコストを掛ける

見つけた危険をなくす技術 論理的に安全を立証する技術

度数率（発生件数）重視 強度率（重大災害）重視 4



リスクアセスメント 言葉の意味
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「危険」と訳される英語

 リスク（Risk）
相当する日本語はない。

 一般に「危険」と訳され
るが意味合いが違う。

 あえて訳すなら
「危険度合い」くらい。

 アセスメント Assessment
評価、査定。

 評価した結果に基づいて
考察を加え判断すること
まで含める意味合い。

⇒ 環境アセスメントなど

 リスク（Risk）
 ハザード（Hazard）
 デンジャー（Danger）
 ペリル（Peril）

それぞれ意味合いが違う。
日本語の「危険」に近いのは、
「リスク」より「デンジャー」か。



労働安全衛生法においては

6

事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、
設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業
行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、
その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の
規定による措置を講ずる ほか、
労働者の危険又は健康障害を防止するため
必要な措置を講ずるように努めなければならない。

労働安全衛生法第28条の2 (事業者の行うべき調査等) （抜粋）

項目「第３」

の部分

関係指針３つ（細目を示したもの）

化学
物質

機械
安全

一般

調 査 し て
リ ス ク を
知ってお く

リスクの大
きさに合わ
せて必要な
措置をとる



危険性又は有害性の調査等に関する指針 同解説
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【施行通達】
１ 趣旨等について

(1) 指針の１は本指針の趣旨を定めているほか、特定の危険性又は有
害性の種類等に関する詳細指針の策定について規定したものであること。
(3) 指針の「危険性又は有害性等の調査」はＩＬＯ（国際労働機関）
等において「リスクアセスメント(risk assessment)」等の用語で表現
されているものであること。

【解説】
１ 指針は、平成１７年１２月に作成された「労働安全衛生分野のリスク

アセスメントに関する専門家検討会報告書」（座長︓向殿政男 明治大
学教授）を踏まえて策定されたものである。

指針においては「危険性又は有害性等の調査」という表現を採用して
いるが、これはＩＬＯ等がいうリスクアセスメントと同義である。指針
及び施行通達においては、「危険性又は有害性等の調査」を「調査」と、
調査及びその結果に基づく措置の実施を「調査等」と表現している。解
説においても同様の表現とするが、諸外国の動向等の説明における「リ
スクアセスメント」はそのまま「リスクアセスメント」と標記する。



危険性又は有害性の調査等に関する指針 同解説
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【施行通達】
２ 適用について
(1) 指針の２は、労働者の就業に係るすべての危険性又は有害性を対象とすることを

規定したものであること。
(2) 指針の２の「危険性又は有害性」とは､労働者に負傷又は疾病を生じさせる潜在

的な根源であり､ISO（国際標準化機構）､ILO等においては「危険源」､「危険有
害要因」､「ハザード（hazard）」等の用語で表現されているものであること。

【解説】
１ この指針は、調査等に関する基本指針として、労働者の就業に係る全ての危険性

又は有害性を対象とすることを規定したものである。
２ 専門家検討会においては、ILO等でいう「ハザード」にどのような日本語を当てる

かについて議論があった。JIS等では「危険源」と翻訳している場合が多いが、
平成11年に制定された労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針においては
ハザードを意味する用語として「危険又は有害要因」という表現を用いていた。
しかし、従来から労働安全衛生法（以下「法」という。）第58条（今回の改正で

削除）において、ハザードの意味として「有害性」が使用されており、また、労働
安全衛生規則（以下「安衛則」という）第35条において「機械等、原材料等の危険
性又は有害性」という表現があり、ハザードの意味で「危険性又は有害性」が用い
られていることに鑑み､今回､法28条の2においては「危険性又は有害性等の調査」
という表現が用いられた。これに伴い､指針においても､ハザードを表す用語として
「危険性又は有害性」を用いることとした。



危険性又は有害性の調査等に関する指針 同解説
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【施行通達】
８ 危険性又は有害性の特定について

（1）～（5）記載省略
【解説】
１ 施行通達８の(1)は、危険性又は有害性の特定のための作業の洗い出しが

理論的には膨大な量になる可能性があるため、危険性又は有害性を特定す
るのに必要な単位で実施すれば足りることを明示する必要から定められた
ものである。

２ 危険性又は有害性の分類は、洗い出した作業において、漏れ落ちがないよ
うにするチェックリストが必要であるという議論に基づいて、危険性又は
有害性の分類に沿って特定を実施する旨が施行通達８の(1)に定められたも
のである。

３ 分類の例として専門家検討会が参考にした文献には、労働安全衛生法第
20条から第24条の規定のほか、機械の包括的安全指針､JIS B 9700 (ISO 
12100-1:2003)、 JIS B 9702(ISO14121:1999)の付属書A（危険源、
危険状態及び危険事象の例）、米国OSHA の「職場のハザード分析
(JHA)」のハザード分類がある。なお、別添の分類例は、労働安全衛生法
第20条から第24条の規定を踏まえたものである。



危険性又は有害性の調査等に関する指針 同解説
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災害発生プロセスの「入口」に目を向ける
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 「危険源」をさがさせる。
主観が介在しないよう、
客観的に淡々と
さがせるよう定義する。

 その「危険源」と人が関わる
機会を洗い出す。
それぞれの､危なさの度合い
を評価する。

例えば…

 人の身体の大きさより広く
なったり狭くなったりする
箇所をさがせ

 高さ○ｍ以上で人間が乗れる
スペースのある箇所をさがせ

 高さ○ｃｍ以上の段差さがせ



リ ス ク の 概 念 図
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「安全」と
呼んでいる状態
「安全」と
呼んでいる状態

日常生活の中で誰もが、許容しているリスク 許容できないリスク

小
リスク

大
リスク

安全装置等で、受け入れ
可能なレベルまで低減

ここまでの
低減は
現実困難

許容できないリスクは、人、場合、時代、社会背景、技術水準等によって変化する。



 31 3 13   
 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











, 23

, 21

, 32

, 40

, 28

, 32

23

23

, 65

, 73

, 28

, 16

, 6

2

, 35

, 36

, 16

15

, 26

, 27

, 12

, 7

14

17

5

11

5

7

10

9

14

14

1

4

2

2

3

3

5

5

10

8

7

4

4

9

11

7

11

9

9

21

, 15

5

, 54

, 62

10

17

2

6

5

20

21

2

5

2

6

1

3

6

5

24

20

15

20

3

3

8

2

16

20

18

17

2

4

17

19

1

3

1

1

3

1

3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

29

184

30

206

29

147

30

161

29

94

30

82

29

211

30

217

, 3

, 3

, 10

6

2

, 8

, 9

, 10

, 12

, 10

, 25

, 37

, 27

, 17

, 18

, 26

1

5

8

6

4

3

5

1

1

1

2

1

1

2

3

2

2

1

1

1

2

2

3

2

1

3

3

, 10

, 13

1

3

1

2

, 11

, 8

1

5

1

2

1

1

3

1

2

2

2

2

3

2

1

, 12

, 20

1

2

1

1

2

, 6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

29

23

30

16

29

52

30

64

29

72

30

75

29

51

30

75


